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 平成２６年度 事業計画書 

 

１ 第２３回柔道整復師国家試験の実施 

   柔道整復師法第１３条の３の規定に基づく指定試験機関として同法第 

１０条の試験事務を行う。 

（１）試験実施日  平成２７年３月１日（日）予定 

（２）試 験 地  北海道、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、 

          広島県、香川県、福岡県及び沖縄県を予定。 

 

２ 柔道整復師の免許登録事務の実施 

   柔道整復師法第８条の２の規定に基づく指定登録機関として同法第６条  

  の登録事務及び免許証の交付等の事務を行う。 

 

３ 柔道整復師国家試験出題基準の改定 

   出題基準については、５年毎に見直すとの方針に基づき、出題のあり方 

  などの課題を整理しながら、委員会にて検討する。 

 

４ 認定実技審査制度説明会の実施（新設校等に対する説明会の実施） 

（１）開催月日 平成２６年７月２４日（木）１３時～ 

 （２）場  所 日本柔道整復専門学校 

         東京都渋谷区桜丘２０－１ 

 

５ 認定実技審査員の派遣 

   柔道整復師養成施設指導要領に基づく実技能力の審査のため、該当校に 

  審査員を派遣する。派遣計画等は認定実技審査委員会で検討する。 

 （１）審 査 日（予定） 平成２６年１１月 ２日（日）１１月 ９日（日） 

                  １１月１６日（日）１１月２３日（日） 

 （２）場  所     受審者が所属する各養成施設 ９１校 

    

６ 柔道整復師卒後臨床研修の実施 

   柔道整復師として、医学や医療の急速な進歩発展に対応するため、卒後 

の一定期間に外来施術に対応できる治療技術の修得、幅広い知識と高度な 

技術の修得等を通じ資質の向上を図ることとして平成１７年４月から開始 

しており、平成２６年度においても引き続き行う。 

（１）研修修了者の公表 

   研修を修了した柔道整復師については、引き続き財団ホームペー 



  ジ上で公開し、卒後臨床研修修了者の存在を世に広めるとともにこ 

  の制度の普及を図っていく。 

  （２）研修内容に関するアンケート調査 

      研修の質向上のため。研修修了者及び未修了者に対し研修内容に 

     関する調査を引き続き行う。 

  （３）認定卒後臨床研修指導柔道整復師の実技審査 

   学校養成所を卒業後に卒後臨床研修を未修了であったが、卒後臨 

  床研修の指導に熱意を有する者に、研修修了認定者と相同の資格を 

  付与して指導者となっていただくことを目的として、認定卒後臨床 

  研修指導柔道整復師の実技審査を引き続き行う。 

                   （開催月日 ６月１５日） 

  （４）臨床研修指導者支援等のため次の講習会を行う。 

    １）技術講習会 

       卒後臨床研修指導者及び認定実技審査員に対し、診察・整復・ 

      固定・包帯分野の基本的技術を中心とした講習を行う。 

    ２）研修指導者講習会 

       研修指導者の研修指導能力向上を図るため講習を行う。 


